












公益社団法人 深谷市シルバー人材センター
お問い合わせ先

〒366-0801　深谷市上野台2567番地
TEL 048（573）3345　FAX 048（571）7767

シルバー派遣業務は、高年齢者の雇用の安定
等に関する法律（以下、「高齢法」という。）の
定めにより、県単位に設置されたシルバー人材
センター連合が主体となって実施する業務で
あり、契約の窓口は「派遣実施事務所」である
深谷市シルバー人材センターです。高年齢者
の就業機会の拡大を図ることを目的に、当業務
を推進しています。

シルバー人材センター連合が行う労働者派遣事業の枠組みはどうなっているの？

シルバー人材センターの
　　　　をご　　ください人材派遣 活用
QQ
AA

概ね、次の項目の合計値とな
ります。賃金単価について
は、派遣先事業所のある市町
村のシルバー人材センターと
調整いただきます。

派遣料金はどのように計算されるの？QQ
AA

シルバー派遣の範囲
　シルバー派遣は臨時的、短期的又は軽易な業務に派遣します。
　　●臨時的、短期的とは、概ね月10日程度の業務を指します。
　　●軽易な業務とは、概ね週20時間を超えない業務を指します。

　シルバー派遣は次の業務には派遣することはできません。
　　●港湾運送業務　●建設業務　●警備業務
　　●病院等の医療関係業務　●高齢者にとって危険有害な業務

どんな仕事にも派遣できるの？QQ
AA

賃　金 派遣元が派遣会員に支払う労働対価です。
時間単価は埼玉県の最低賃金以上に設定する必要があります。

手数料 派遣元の事務手数料です。設定率は業務内容により違いが
生じますが、概ね賃金総額の20％～25％でお考えください。

消費税 賃金と手数料の合計額に消費税率を乗じたものです。
（パンフレット作成時の消費税率：10％）

交通費 公共交通機関等を使用する場合の実費相当額です。

派遣元
公益財団法人いきいき埼玉

深谷市シルバー
人材センター（ 　　　）

指揮命令雇用契約

労働者
派遣契約

派遣労働者
シルバー人材センター

の会員
（60歳以上のシニア）

派遣先
企業・行政など

※本制度を利用される場合は、一定の要件が必要です。
　詳細は、申込み及び誓約書の留意事項を御覧下さい。

高齢法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律により、シルバー派遣には次の
とおり範囲が定められていますのでご注意ください。

経験や知識を活かします シニアの力を貴社の力に

対象業務
埼玉労働局のアドバイスに従い、人手
不足分野に限ります。
①小売業（スーパー・ホームセンター）
　…商品管理、梱包、清掃など
②介護業務…調理、洗濯、清掃など
③保育業務…保育補助、学童支援など

シルバー人材センターの
派遣業務の就業時間が
拡大されました。

シルバー人材センターの
派遣業務の就業時間が
拡大されました。

シルバー人材センターが、派遣と
職業紹介事業に限り、会員に
週3０時間を上限とする業務を
提供することが可能となりました。


